
 

猪名川中学校生活のきまりごと 

 

＜最大目標＞ 

 ○  社会で活躍できる人材となる 

 

＜重点目標＞ 

 ○ 自律した個人、集団を目指す。 

    社会生活や集団生活に必要な規範意識を身につける。 

○ “感じの良い”猪名川中学生を目指す。 

 自分の評価は他者が決めるもの。 

 

＜みんなで守るべき事柄＞ 

 ○ 命を大切にする    

    自分の命も他者の命も大切にする姿勢をもつ 

 ○ 人権を大切にする     

差別、いじめ等を許さない意識をもつ 

 ○ 法（ルール）を理解し、守る 

    ルールの意味を理解し、自分たちでルールを守る意識（規範意識）をもつ 

 

 

○1日の生活について 

登 校 時 間 8：00～8：25 

欠席の場合の連絡 7：45～ 

（保護者の方にしてもらう。自分でしてきた場合は、保護者に確認します） 

  8：25に教室で取り組みを始める   ＊事前にわかっている場合は、学校に連絡すること 

   （チャイムの鳴り始めが基準）   ＊遅刻して登校の際は、必ず職員室に寄ること 

 

・遅刻は、教室にて８時２５分で確定する。 

全校朝礼、学年朝礼は、８時２５分が開始です。 

※チャイムは鳴った瞬間が判断の基準 

 

＊授業について 

・5分前移動、2分前着席 

・チャイムの鳴り始めと同時に授業がスタート 

・あいさつは起立→イスを入れる→（号令）礼→「お願いします」→（号令）着席 

 

＊給食について 

 ・配膳は自分の分は自分で  

 ・当面、食事中は前を向き、会話はしない。 

・当番でなくてもエプロン、三角巾を準備しておく。 

・13：00までは教室待機とする。 

・ごちそうさまの後は残った物等を食べない。 

 

＊昼休みについて 

   ・ルーフガーデン・時計塔・駐車場・体育館裏・バラ園周囲等で遊ぶことは禁止。 

   ・外のバスケットコートやテニスコートの使用も禁止する。 

   ・他学年の教室や他の棟のフロアには絶対には行かない。 

※ 現在、校則検討委員会を立ち上げ生徒、  

教職員、保護者、地域が協働して今後の猪名

川中学校の在り方を考えています。新校則は

令和５年度中にスタートする予定です。 



 

   ・グランドでのボールの貸し出しについては、職員室にあるノートに名前を記入し、昼休み終了のチャイムまでに

職員室に返却させる。体育委員が中心になってボールの管理と指導を行う。 

 

＊掃除について 

   ・清掃時の服装は自分で判断する。 

   ・「自問清掃」を徹底する。 

   ・特に週明けの掃除場所には注意し、遅れないようにする。 

 

＊終学活終了後 

   ・用事のない生徒は、すみやかに下校する。 

・毎週月曜日はノー部活デイ→完全下校 16：15 

   ・終礼後に確実に戸締りをする。教室だけではなく、ワークスペースやトイレの窓の施錠もする。 

 

○ 服装及び身だしなみについて 

１）服装（校内では名札をつけること） 

〇旧制服 

・男子 学校指定の学生服を正しく着用する。その下は、白カッター又は白ポロシャツとする。 

     適宜、気温や体調に合わせて上衣の服装を決める。 

     長袖カッター・長袖ポロシャツ、半袖カッター・半袖ポロシャツ 

      インナー：白・黒・紺・グレーの単色とする。体操服も可。 

      防 寒 着：白・黒・紺・グレーを基調としたセーター・カーディガン類を長袖のカッターやポロシャツの上

に着用しても良い。 

 

・女子 学校指定のセーラー服を正しく着用する。袖口のスナップを必ず留める。その下は、白ブラウス・白カッタ

ー・白ポロシャツとする。 

適宜、気温や体調に合わせて上衣の服装を決める。 

     長袖カッター・長袖ポロシャツ、半袖カッター・半袖ポロシャツ 

      インナー：白・黒・紺・グレーの単色とする。体操服も可。 

      防 寒 着：白・黒・紺・グレーを基調としたセーター・カーディガン類又は、学校指定のベストを長袖のカ

ッターやポロシャツの上に着用しても良い。 

      タ イ ツ：ベージュ、黒の単色のみ可。柄があるものは不可。 

           ストッキング・タイツを着用する場合は、靴下は履いても履かなくてもよい。 

           レギンスのような足首までのタイツの着用もできるが、その際は必ず靴下を履く。 

           ハーフパンツ（体育の授業など）で活動するときには、脱ぐ。 

 

  ＊カッター・ブラウスの裾はスラックス・スカートの中に入れて着用する。 

ポロシャツに関してはどちらでも良いが、ブレザーの裾からはみ出るような場合は入れて着用する。 

  ＊男女ともにインナーは袖から大きくはみ出さないように着用する。 

 

 〇新制服 

 学校指定の学生服を正しく着用する。その下は、白カッター又は白ポロシャツとする。 

適宜、気温や体調に合わせて上衣の服装を決める。 

   長袖カッター・長袖ポロシャツ、半袖カッター・半袖ポロシャツ 

    インナー：白・黒・紺・グレーの単色とする。体操服も可。 

    防 寒 着：白・黒・紺・グレーを基調としたセーター・カーディガン類を長袖のカッターやポロシャツの上に着

用しても良い。 

    タ イ ツ：ベージュ、黒の単色のみ可。柄があるものは認めない。 



 

         ストッキング・タイツを着用する場合は、靴下は履いても履かなくてもよい。 

         レギンスのような足首までのタイツの着用もできるが、その際は必ず靴下を履く。 

         ハーフパンツ（体育の授業など）で活動するときには、脱ぐ。 

  ＊カッターの裾はスラックス・スカートの中に入れて着用する。 

ポロシャツに関してはどちらでも良いが、ブレザーの裾からはみ出るような場合は入れて着用する。 

  ＊男女ともにインナーは袖から大きくはみ出さないように着用する。 

 

 

２）ベルト  黒・紺・茶の単色で、過度に金具の目立たないものとする。 

 

 

３）靴 下  男女とも白・黒・紺・グレーのいずれかが基調となったものを着用する。 

      ライン等の模様はある程度認めるが、過度にならないようにする。 

      長さに関しても特に規定しないが、ルーズソックスやルーズな履き方はしない。 

      ＊行事や式典関係時 

       原則、上記の色の単色とする。また、TPOをわきまえたものにする上で、くるぶしが出る靴下も不可とする。 

 

４）靴    色の指定はないが、グラウンド等での運動に適した靴を使用する。カジュアルシューズや足首を完全に覆

うようなハイカット、ミドルカットの靴は適さない。色紐やマジックテープも可。 

      ＊長靴、レインシューズは可とする。ただし、運動できる靴を用意しておくこと。 

 

５）防寒具  手袋・マフラー・ネックウォーマー、耳当てを着用しても良い（ニット帽不可）。 

防寒着  又、ウィンドブレーカーは、学校生活における教育活動に支障をきたさないものでカバンの中、ロッカー

の中に入るものを着用しても良い。 

＊防寒具・防寒着は、制服等を着ても寒い場合、登下校時のみ使用する。 

＊上記以外のものでも体調など事情がある場合は、教師に相談し、対話的に判断していく。 

 

 

６）頭 髪   

・男女共に 

   脱色や染色はせず、整髪料は使用しない。 

   学校生活を送る上で必要なものを原則とし、相談等を通して理解を得ること。 

 

   猪名川中学生（男女を問わない）の頭髪は学校の教育活動に支障をきたさない髪型にする。例えば、前髪は目にか 

からない程度にし、長髪にする場合（肩よりも長い）は、後頭部にて束ねる。ゴムピン等の色は黒・紺・茶色とす 

る。身なりを整えないといけない場面でも適切に過ごすことができる髪型とする。上記に反する場合や特別な事象 

がある場合は教師と相談した上で対応する。 

 

７）体操服  学校指定のものを着用する。名札は必ず貼付する。 

           （半袖シャツ・ハーフパンツ・長袖トレーニングシャツ・長トレーニングパンツ・体育館シューズ） 

 

８）カバン  学校指定の通学カバンを使用する。荷物が多い場合は、学校指定の補助カバンを使用する。 

 

９）その他   ・ピアスの穴を開けたり、眉毛を脱毛・剃毛したりしない。 

                ・装身具等は身に付けない。携帯電話等は持ってこない。 

         ・落し物が大変多いので私物には必ず記名する。 

 



 

＊書かれていない＝やってよいものではなく、判断が難しい場合には、必ず相談をすること。 

＊判断が任される＝自分自身に責任がかかってくることを念頭に 

「自分自身で考え、判断できるように」 

○ 通学について 

１）通学は徒歩通学を原則とするが、次の地域の生徒は許可を得て自転車通学をすることができる。 

①銀山・猪渕・肝川・差組・猪名川台・つつじが丘・北田原東口バス停以北 

     ②その他の特別な事情がある場合 

 

２）自転車通学については、次のことを遵守する。 

      ①自転車保険に加入した上で許可申請を提出する。 

②自転車には学校から配布する「自転車通学許可ステッカー」を貼付する。 

      ③ベル・ライトを装備し、常に整備をする。 

      ④変形ハンドル（ドロップ・アップハンドル等）の自転車は使用しない。 

      ⑤ヘルメットと安全タスキ（学校から給付する）を必ず着用する。 

      ⑥雨天時は傘を使用せず、レインコートを着用する。 

    レインコートの下は体操服でも良いが、制服も持参すること。 

      ⑦二人乗りや並列走行はせず、広いところは歩行者を優先しながら歩道を通行する。 

    ⑧規定が守れない場合には許可を取り消すこともある。 

   ⑨電動アシスト自転車は認める。 

 

３）自分の体調・天候・安全性等を考えて、最寄りのバス停からバス通学をすることもできる。 

４）登下校は、決められた通学路を通行する。交通ルールやマナーを遵守し、安全な登下校を心がける。  

５）登下校中は、寄り道や買い食いはしない。 

６）登下校時は、必ず防犯ブザーを携行する。     

 

 

＊下校後、体操服で遊びに行ったり、イオンに行ったりする生徒がよく見られます。下校後は本来、保護者の責任下で

はあるが、服装から猪名川中学校の生徒であることが判断される場合、指導対象（場合によっては学校に連れてくる）

とする。 

 


